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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成25年1月31日(2013.1.31)

【公表番号】特表2010-528366(P2010-528366A)
【公表日】平成22年8月19日(2010.8.19)
【年通号数】公開・登録公報2010-033
【出願番号】特願2010-509410(P2010-509410)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  21/60     (2013.01)
   Ｇ０６Ｆ  21/31     (2013.01)
   Ｇ０６Ｆ  21/62     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  12/14    ５６０Ｂ
   Ｇ０６Ｆ  15/00    ３３０Ｄ
   Ｇ０６Ｆ  12/14    ５２０Ａ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年12月4日(2012.12.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　種々の例示的な実施形態によれば、アプリケーションエンジン１２０は、メンバーのプ
ロフィールに関連して、インストールのためあるいはメンバーのプロフィールからアクセ
スするための１つ以上の計算アプリケーションを提供すればよい。アプリケーションは、
メンバープロフィールに進むリンクを介して、またはメンバープロフィール内にインスト
ールされたアプリケーションを介してアクセスされればよい。メンバープロフィール内か
らインストールされたアプリケーションは、プロフィールアプリケーションまたはプラッ
トフォームアプリケーションを含めばよい。そのアプリケーションは、ソーシャルネット
ワーク外のサードパーティのエンティティ（entity）により開発されるものであってよく
（「サードパーティアプリケーション」）、あるいは、ソーシャルネットワークにより、
あるいは、ソーシャルネットワークのメンバーにより開発されるものであってよい。


	header
	written-amendment

